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第 104 回 実務対応専門委員会議事概要 

 

I. 日 時  平成 29 年 5月 2日（火） 13 時 30 分～15 時 30 分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III. 議 題 

 仮想通貨に係る会計上の取扱い 

 

IV. 議事概要 

 仮想通貨に係る会計上の取扱い 

本日の専門委員会では、仮想通貨交換業者の業界団体である日本ブロックチェーン協会様及

び日本仮想通貨事業者協会様に参考人としてご参加頂き、以下についてご説明いただいた上で、

仮想通貨及び仮想通貨交換業者の業務に関して質疑応答が行われた。 

(1) 仮想通貨販売所における自己取引業務 

(2) 仮想通貨取引所における委託取引業務 

(3) 仮想通貨取扱店舗に対する決済サービス提供業務 

(4) 顧客から仮想通貨の預託を受ける業務 

 

また、参考人から、開発予定の会計基準が対象とする範囲についてご意見を伺った。 

 

以 上 


